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　訪日外国人旅行者や在留外国人の増加を背景とし
て、医療機関を受診する外国人患者が増加している。
COVID-19によって一時減少したものの、都市部や
主要観光都市以外の地域でも、在留外国人や訪日外国
人旅行者の数が増える傾向があることから（図1）、こ
れまで外国人患者の受診がほとんどなかった地域でも、
外国人患者の受診が珍しくない状況である。
　こうした現状を背景として、医療機関では、外国人
患者の受入れ体制の整備が急務となっているが、具体
的にどのように体制を整備すべきか、またトラブルを
防止するためにはどのような点に注意すべきか、を理
解することが重要である。
　注意すべき点としては、日本語でのコミュニケー
ションが困難であったり、日本人とは異なる医療文化
や医療習慣を有する外国人患者の受診や、特に訪日外
国人旅行者患者では、医療費の支払い等をめぐって従
来の事務対応とは異なる対応が求められるなど、外国
人患者に安心・安全な医療を提供していくためには、
自院の機能や役割に応じた外国人患者の受入れ体制を
整備していくことが求められる。

　このような特徴を有する外国人患者に対してトラブ
ルなく対応するためには、「情報収集」「説明」「同意」
を徹底したうえで、診療を行うことが非常に重要にな
る。例えば、訪日外国人旅行者患者が受診してきた場
合、医療機関として治療以外の情報、すなわち滞在場
所、滞在期間、支払い能力や支払い方法、宗教上もし
くはそれ以外の特別な要望の有無などについて、受付
の段階で徹底的に情報収集を行い、必要な情報を入手
することが非常に重要である。もちろんこの情報収集
については、必要なものに限られ、差別的な取り扱い
を行ってはならない。
　必要な情報収集を行ったうえで次に、必要な説明、
例えば、医療費概算や医療費の支払い方法をはじめ、
外国人患者の方から寄せられた宗教上もしくはその他
の要望に対して対応できる否か、対応できない場合に
は代替措置としてどのような方法が考えられるのか、
などについて説明し、同意を得たうえで、診療を開始
する必要がある。
　実際には、医療機関側で外国人患者の要望に100％
応えることは不可能であり、自院の状況や提供できる

外国人患者の受入れ体制整備の
背景と準備すべき項目

八木 洋＊1、北川雄光＊2

＊1慶應義塾大学医学部外科学専任講師
＊2慶應義塾常任理事／慶應義塾大学医学部外科学教授

医療機関を受診する外国人患者が増加する現状を背景として、外国人患者の受入れ体制の整備が急務となってい
るが、具体的にどのように体制を整備すべきか、またトラブルを防止するためにはどのような点に注意すべきか、
を理解することが大変重要である。本稿では、厚生労働行政推進調査事業費補助金〔政策科学総合研究事業（政
策科学推進研究事業）〕「外国人患者の受入環境整備に関する研究」「外国人患者の受入れのための医療機関向けマ
ニュアル第4.0版」をもとに、具体的に準備すべき事項や背景について網羅的に紹介する。これから体制整備を
検討している医療機関に少しでも参考になれば幸いである。

Summary

総論



11患者安全推進ジャーナル　2023 No.72

特集  外国人患者を受け入れる

著者代表
八木 洋（やぎ・ひろし）
慶應義塾大学医学部外科学（一般・消化器）
専任講師
1998年慶應義塾大学医学部外科研修
医。芳賀赤十字病院、国家公務員共済組
合連合会立川病院、京都大学移植外科、
日野市立病院、MassachusettsGeneral
Hospital研究員などを経て、慶應義塾大
学医学部外科学（一般・消化器）助教。2018年より現職。

在留資格（ビザ）

　訪日外国人旅行者患者のなかには、短期滞在ビザで
日本に滞在している方が少なくない。しかし、短期滞
在ビザの在留期間は限定されているため、治療が長期
化する場合には、滞在期間に注意する必要がある。
　なお、訪日外国人患者のなかには、医療滞在ビザを
取得して医療機関を受診する方がおり、両者では目的・
内容が異なるため、その違いをしっかりと理解してお
くことが必要である。

サービス、医療費の額などをしっかりと説明し、外国
人患者が十分に納得したうえで、場合によっては医療
機関と外国人患者の間で妥協点を探したうえで、診療
を開始することが、トラブルを防止するために非常に
重要なポイントである。
　以下では、外国人患者受入れ体制整備にかかわる現
状や背景とともに、「情報収集」「説明」「同意」を徹底
したうえで、具体的に準備すべき事項について紹介す
る。

知っておくべき背景
　外国人患者受入れ体制を整備するために、知ってお
くべきわが国の制度や背景について、簡単に説明する。

外国人医療に対する政府の施策の動向

　近年、医療機関の外国人患者対応に影響を与えるよ
うな政府の施策が、次々と発表・実施されている。そ
のため、医療機関において外国人患者の受入れ体制の
整備を進める際には、こうした施策の動向に留意し、
自院の外国人患者受入れ体制整備の推進に役立つ情報
などを、積極的に活用していくことが肝要である。

図１　在留外国人数の推移
（法務省：在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表．をもとに作成）
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　このリストは、外国人患者の利便性の向上につなげ
ていくことはもちろんのこと、医療機関にとっても、
自院の地域などにおいて外国人患者の受入れ可能な医
療機関の情報を入手して、必要に応じて連携・協力関
係を構築するために活用することができる。

外国人患者受入れ医療機関認証制度
（JMIP）

　2012年、医療機関における外国人患者の受入れ体
制の整備を推進し、外国人患者が安心・安全に日本の
医療サービスを享受できるようにするための認証制度
として誕生したのが、「外国人患者受入れ医療機関認
証制度」（JMIP）である。2023年2月末現在、全国で
106の医療機関がこの認証を受けている。

医療通訳育成カリキュラム基準、 
認証制度

　医療通訳の質の担保を図るため、厚生労働省では医
療通訳育成カリキュラム基準・テキストが作成されて
いる。また、厚生労働科学研究「医療通訳認証の実用
化に関する研究」の知見を活用して、医療通訳者に関
連する団体より、認定制度の実施に向けた取り組みが
進んでいる。

海外旅行保険

　海外旅行保険には、さまざまなタイプが存在する。
そのため、訪日外国人旅行者が受診してきた際には、
海外旅行保険の保有の有無を確認するだけではなく、
その海外旅行保険がどのようなタイプなのかをきちん
と把握して、適切な対応をとることが、トラブルを防
止するうえで重要である。

訪日外国人受診者の医療費不払い情報の
報告システム

　「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた
総合対策」では、医療費の不払いなどの経歴がある訪
日外国人について、次回以降の入国審査の厳格化を検
討する方針が決定された。
　これに基づき、厚生労働省では、訪日外国人受診者
の医療費不払いの発生防止に関する医療機関向け資料
を公表するととともに、出入国在留管理庁と連携して、
わが国の保険医療機関から医療費の不払いのある訪日
外国人受診者の情報を収集し、出入国在留管理庁へ提
供する新しい仕組みを、2021（令和3）年度から開始
している。

日本の医療制度の紹介

　外国人患者が日本の医療機関を受診した際に、受診
方法、診療費、薬剤などについて、診療トラブルが起
こるリスクがある。診療トラブルを避けるためには、
日本の医療保険制度について事前に説明することが推
奨される。

応招義務

　医療提供体制の変化や医師の働き方改革などを背景
として、2019（令和元）年12月25日、応招義務に関
する新しい通知となる「応招義務をはじめとした診療
治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」
（医政発1225第4号）が発出された。この通知では、
外国人患者と応招義務の関係についても触れられてお
り、外国人患者に対して応招義務が及ぶことを前提と
したうえで、診療しないことの正当化の可否について
も、日本人患者の場合と同様に判断するのが原則であ
るとしている。
　しかし一方で、この原則に該当しない場合などにも
触れられているため、医療機関としては、この通知の
内容を十分踏まえたうえで、外国人患者の受入れ体制
の整備を進めていく必要がある。

本人確認

　保険医療機関における本人確認は、医療保険制度の
健全運営、患者の医療安全の観点、および犯罪被害を
防ぐ観点から行うものである。医療機関においては、
厚生労働省より2020（令和2）年1月10日に発出され
た本人確認に関する通知やQ＆Aを参考としながら、
国籍差別につながらないように十分留意しつつ、自院
における適切な本人確認の方法等を検討し、実施して
いくことが重要である。
　なお、公的医療保険制度に加入していない訪日外国
人旅行者患者に係る本人確認についても、医療安全の
観点、国内外の連絡先確認や海外旅行保険会社からの
照会対応、未収金防止対策等の観点から、必要に応じ
て適切に実施する必要がある。

外国人患者受入れ医療機関リスト

　厚生労働省では、外国人患者の受入れ体制整備施策
の一環として、2018（平成30）年度から都道府県に対
して、「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」
の選出を求めるとともに、こうして集めた医療機関の
情報を観光庁と連携して一元化し、「外国人患者を受
け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト（医療
機関リスト）」として公表している。
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外国人患者受入れ体制整備のために
留意すべき事項
　以下では、これから外国人患者受入れ体制整備を始
める医療機関が、まず留意すべき事項について簡単に
解説する。それぞれの項目が重要であるが、その実施
は容易ではないため、医療機関全体の理解と、強い推
進力と持続性が非常に重要である。

「外国人患者の受入れに関する 
体制整備方針」の決定

　一口に「外国人患者の受入れ体制の整備」といって
も、具体的にどのような体制を整備する必要があるか
は、その医療機関を受診する外国人患者の数や特徴の
ほか、医療機関の規模や機能、地域の状況等によって
異なる。そのため、外国人患者の受入れ体制を整備す
る際には、まず、自院においてどのような受入れ体制
を整備する必要があるのかを考え、その結果を踏まえ
ながら、自院の状況に応じた体制を整備し、実施して
いくことが推奨される。

外国人患者受入れ医療コーディネーター
／担当者・部署の設置

　医療機関において策定した「外国人患者受入れ体制
整備方針」に基づいて、外国人患者の受入れを円滑に
行うためには、外国人患者の受入れに伴い発生する特
有の業務や役割を果たす担当者や担当部署を決めてお
くことが肝要である。
　厚生労働省では2018年度から、このような業務や
役割を果たす人材を「外国人患者受入れ医療コーディ
ネーター」と呼び、その役割やあり方に関するに関し
て検討を行ってきた。また、2019年度からは、その
検討結果を反映した「外国人患者受入れ医療コーディ
ネーター養成研修」も実施している。
　自院において、専任の外国人患者受入れ医療コー
ディネーターを配置すべきか、それとも複数の部署や
担当者でその機能を分担すべきかについては、それぞ
れの医療機関の外国人患者の受診数や受診状況、医療
機関の規模や機能等によっても異なるが、こうした研
修なども参考にしながら、自院の状況に応じた外国人
患者の受入れに関する担当者や担当部署を設置する必
要がある。

医療費の設定

　訪日外国人旅行者患者は自由診療となるため、それ
ぞれの医療機関で自由に診療価格を設定することがで
きる。しかし、訪日外国人旅行者患者の診療報酬の妥

当性を判断するのは容易ではない。
　厚生労働省では、厚生労働研究班を通じて、医療機
関が訪日外国人旅行者患者の診療報酬価格を設定する
際のノウハウをまとめた「訪日外国人の診療価格算定
方法マニュアル」を公表しており、これらを参考に医
療費設定を進める必要がある。

医療費概算の事前提示

　訪日外国人旅行者患者の場合は医療費が自費診療で
あり、多くは当日、自分で支払うことになる。したがっ
て、医療費の支払いに関して、自院での治療内容につ
いて当該患者と医療機関で話し合い、患者の同意を得
るには、事前に概算医療費を提示することが推奨され
る。
　自院において、どのように概算医療費を算出し提示
するのか、適切な方法を具体的に検討し確立すること
が望まれる。

キャッシュレス対応

　訪日外国人旅行者患者の自由診療については、医
療費に関するトラブルが可能な限り生じないように、
キャッシュレス決済の体制を整備することも有用であ
る。現在、わが国では「一般社団法人キャッシュレス
推進協議会」において、医療機関におけるキャッシュ
レス普及促進に向けた検討が行われている。

「やさしい日本語」での対応

　「やさしい日本語」とは、難しい言葉を言い換える
など、相手に配慮したわかりやすい日本語のことを示
す。阪神淡路大震災をきっかけに徐々に普及し、日本
語を母語としない方、高齢者、障がいのある方などに
用いられている。
　医療現場で増加する外国人対応や、聞こえや理解な
どコミュニケーションに不安のある方に対して「やさ
しい日本語」を活用することで、相手が情報を受け取
りやすくなり、同時に相手からも必要な情報を得やす
くなることが期待される。

通訳体制の整備

　近年、医療機関を受診する外国人患者のなかには、
日本語でのコミュニケーションが困難な方が増えてき
ており、医療機関として、一定の通訳体制の整備が不
可欠となっている。なお、通訳手法としては、医療通
訳者による通訳が最も望ましいが、現在のわが国に
おける医療通訳者不足や外国人患者の多言語化など
を考慮すると、医療通訳者だけで対応することは難し
い。そこで、さまざまな通訳手法を上手に組み合わせ
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て、自院において最も適切な通訳体制を整備していく
ことが推奨される。

院内文書の多言語化

　日本語でのコミュニケーションが困難な外国人患者
に対して説明・同意を得るためには、院内文書の多言
語化も重要である。自院における外国人患者の受診状
況や自院の機能や役割などを踏まえながら、必要な部
署・書類から、計画的に多言語化を進めていくことが
推奨される。

マニュアルの整備

　外国人患者の受入れでは、日本人患者とは異なる対
応が必要な場面が発生する。そのため、院内の職員全
員が外国人患者の対応に戸惑うことなく円滑に対応で
きるようにするため、必要に応じてマニュアルを整備
し活用することが推奨される。

院内環境の整備

　外国人患者の受入れを円滑に行うためには、院内表
示の多言語化など、一定の院内環境の整備が重要であ
る。自院を受診する外国人患者の状況を踏まえながら、
自院ではどのような院内環境整備が必要なのかを検討
し、必要性の高い部分から整備することが推奨される。

宗教・習慣上の対応

　外国人患者のなかには、さまざまな宗教上・習慣上
の考えをもつ方が存在する。そのため、外国人患者が
受診してきた場合には、宗教上・習慣上の要望がない
かどうかを確認し、自院で対応できる場合には対応す
る一方で、対応ができない場合には、あらかじめその
旨を外国人患者に納得してもらったうえで治療を行う
ことが、トラブルを防ぐためには肝要である。

感染症対策

　感染症が原因で、医療機関を受診する外国人は多い。
外国人が日本の医療機関を受診する場合、もともとの
居住国や海外旅行先において感染症に罹患してから来
日することがあるため、日本の居住者とは違った鑑別
診断を立てて対応する必要がある。
　特に麻疹、風疹、および結核など、感染力が強く社
会への影響の大きい疾患に罹患している可能性を念頭
においた感染対策が必要である。

外部医療機関との連携

　外国人患者、特に訪日外国人旅行者患者の受入れを
円滑に行うためには、自院だけで対応するのではなく、

他の医療機関や行政機関、通訳団体、観光事業者など、
幅広い外部機関との連携や協力が欠かせない。もっと
も、具体的にどのような外部機関とどのような連携や
協力関係を構築するのかは、地域における自院の機能
や役割、受診する外国人患者の種類や特徴、地域の状
況によって異なるため、一概にはいえない。自院では
どのような外部機関との連携・協力が必要かを考える
必要がある。
　また、現時点で外部機関との連携・協力が不十分と
思われる点を発見した場合には、新たな連携・協力関
係の構築に向けて、外部機関と話し合うことが推奨さ
れる。

研修

　外国人患者の受入れを円滑に行うためには、外国人
患者の受入れに必要な通訳・事務体制などを整備して
いくと同時に、職員の外国人患者に対する理解や知識
を深めていくことが非常に大切である。そのため、自
院の職員はもちろんのこと、場合によっては地域の関
係者間での共同研修・教育などにも積極的に取り組む
ことが推奨される。

情報提供

　外国人患者に対して、自院に関する一定の情報を、
リーフレットやホームページ、地域の情報誌などを通
じて提供していくことは、外国人患者やその関係者に
自院の情報を正確に知ってもらえるだけではなく、さ
まざまな事務的・診療に関する説明等の負担を減らす
などの効果も期待できる。

医療紛争

　外国人はそれぞれ、言語、宗教・文化、医療制度な
どに違いがあり、これらは外国人患者を受け入れるに
あたってトラブルに発展するリスクになりうる。治療
面でも検査、治療方法、プロトコールなどがそれぞれ
異なる場合もあり、慎重な対応が求められる。
　外国人診療にあたっての紛争への対策としては、受
付応対から帰国までの対応を考慮した組織体制、各種
書類の整備とインフォームド・コンセント、医療費に
関するトラブル対策などについて、事前防止対策を立
てることが最も重要である。

＊　＊　＊

　本稿では、私たちが2018（平成30）年度から2021
（令和３）年度に実施した厚生労働行政推進調査事業
費補助金〔政策科学総合研究事業（政策科学推進研究
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事業）〕「外国人患者の受入環境整備に関する研究」に
おいて作成した、「外国人患者の受入れのための医療
機関向けマニュアル」に記載の事項を参考に、総論と
して外国人患者の受入れに関する要点をまとめた。医
療機関における外国人患者の受入れ環境整備を実施す
るにあたって、まずは全体を網羅的に理解するための
参考になれば幸いである。
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